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乳幼児身体発育調査への協力依頼について 

 

今般、こども家庭庁では、母子健康手帳に掲載している乳幼児身体発育曲線の

根拠となる「乳幼児身体発育調査」を、本年９月に実施することから、本会に対

して周知協力依頼の事務連絡がありました。 

本調査には一般調査及び病院調査の２種類があり、一般調査においては全国の

生後14日以上小学校就学前の乳幼児が調査対象となり、都道府県を通じ、市区町

村に調査実施を依頼しています。 

また、病院調査においては全国の病院の中から、産婦人科又は産科を標榜し、

かつ、一定数以上の分娩の取扱いがある150病院を抽出し、９月中に当該病院で

受診する乳児（1か月児）が調査対象となり、対象となる150病院に対して、７月

中を目途にこども家庭庁から協力依頼が直接送付されます。 

つきましては、貴会におかれましても本調査の趣旨をご理解いただき円滑な調

査が行われるよう、郡市区医師会及び関係医療機関に対する周知方ご高配のほど

よろしくお願い申し上げます。 
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乳幼児身体発育調査への協力依頼について 

 

 

 母子保健行政の推進につきましては、日頃よりご高配を賜っているところであり、厚

く御礼申し上げます。 

 今般、こども家庭庁では、母子健康手帳に掲載している乳幼児身体発育曲線の根拠と

なる「乳幼児身体発育調査」を、本年 9 月に別添の実施要綱に基づき、実施することと

いたしました。 

同調査には一般調査及び病院調査の２種類があります。 

一般調査においては全国の生後 14 日以上小学校就学前の乳幼児が調査対象となり、都

道府県を通じ、市区町村に調査実施を依頼しています。 

病院調査においては全国の産婦人科又は産科を標榜し、かつ、一定数以上の分娩の取

扱いがある 150 病院を 9 月に受診する乳児（1 か月児）が調査対象となり、対象となる

150 病院に対しては、７月中を目途にこども家庭庁から協力依頼の送付をさせていただき

ます。 

貴会におかれましても、調査対象地域及び調査対象医療機関における円滑な調査が行

われるよう、調査へのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜照会先 ＞ 

こども家庭庁 成育局 母子保健課  

Tel：０３-６８６２－０４６３ 



（別添） 

 

乳幼児身体発育調査実施要綱 

 

                        

 

１ 調査の目的 

  全国的に乳幼児の身体発育の状態やその関連項目を調査し、我が国の乳幼児の身体発

育値を定めて、乳幼児保健指導の改善に資することを目的とする。 

 

２ 調査の対象及び客体 

 （１）一般調査 

全国の乳幼児を対象として、令和２年国勢調査の調査地区から 3,000 地区内の調

査実施日において生後 14日以上１歳未満の乳児及び 3,000地区のうちから抽出した

2,000 地区内の１歳以上小学校就学前の幼児を調査の客体とする。 

 （２）病院調査 

    全国の病院の中から、「令和５年３月医療施設調査（医療施設基本ファイル）病

院分」及び「令和２年医療施設静態調査 病院票」を用い、産婦人科又は産科を標

榜し、かつ、令和２年 10 月１日現在で分娩の取扱がある、一般病床を有する 150

病院を抽出し、令和５年９月中に当該病院で行われる１か月健診を受診した乳児を

調査の客体とする。 

 

３ 調査の事項 

（１）一般調査票 

性別・生年月日、体重・身長等、運動・言語機能、現症又は既往症、栄養等、妊

娠・出産時の状況、母の状況 

（２）病院調査票 

性別・生年月日・妊娠期間・胎児数・娩出方法等、母の状況、新生児の発育状態

・栄養法、１か月健診時の状態 

 

４ 調査の時期 

（１）一般調査票 

    原則として、令和５年９月１日から同年９月 30 日までの期間中に、市区町村長

又は保健所の所長が定めた日時点。 

（２）病院調査票 

    原則として、令和５年９月１日から同年９月 30 日までの期間中で、病院が１か

月健診を行った時点。 

 

 

 

 

 



５ 調査方法 

（１）一般調査 

調査票は、調査対象児の計測、問診又は母子健康手帳からの転記若しくは調査対

象児の付添人からの聴取により、市区町村又は保健所が選定した調査員（医師、保

健師等）が全て記入する。 

調査票の記入に当たっては、調査対象児を会場に集める方法又は個別に調査対象

児の世帯に訪問する方法で実施する。 

 （２）病院調査 

調査票は、１か月健診を受診した乳児の計測、問診又は病院記録からの転記によ

り、報告者（病院の医師、看護師等）が全て記入する。病院調査における調査票の

記入は、院内にて行う。 

 

６ 調査系統 

（１）一般調査票 

   こども家庭庁 － 都道府県 - 市区町村（保健所） － 調査員 － 調査対象者 

（２）病院調査票 

こども家庭庁 － 民間事業者－ 報告者 － 調査対象者 

 

７ 調査対象児等に関する個人情報の保護 

  調査対象児等に関する情報は適切に取り扱い、その個人情報を保護するように配慮す

る。 

 

８ 集計及び結果の公表 

集計は民間委託で行い、集計後、こども家庭庁成育局母子保健課において、令和６年

10 月を目途に「乳幼児身体発育調査結果の概要」を公表するとともに、集計結果をこど

も家庭庁ホームページ及び総務省 e-Stat に掲載する。 



（参考）令和５年度乳幼児身体発育調査の実施計画 

 

Ⅰ 一般調査 

この調査は原則として集団調査の方式で実施します。集団調査は、調査地区ごとに市

区町村長が期日を定め、あらかじめ選定準備された調査場所に乳幼児名簿に記入されて

いる調査該当乳幼児及びその保護者を参集させて行います。この際、調査班は身体計測

を行って、その結果を調査票に記入します。 

なお、調査対象者数が少ないなどの理由で訪問調査の方が容易な場合は、個別に調査

該当世帯への訪問調査として構いません。調査協力の依頼のために訪問した際に実施す

ることも可能とします。また、調査対象者が集団調査に来なかった場合については可能

なかぎり訪問調査も実施してください。 

 

（１）調査班 

市区町村長は、当該市区町村、地元医師会等の協力を得て、医師（できうる限り

小児科医）、保健師（又は助産師、看護師）、助手等の調査員による調査を行いま

す。なお、やむを得ず医師の確保ができない場合は、調査班に医師が不在であって

も差し支えありません。 

 

（２）一般調査の流れ図 

 



乳  幼  児  身  体  発  育  調  査  ・  一  般  調  査  票
               （令 和 ５ 年  ９  月  １  日  ～  ９  月  ３ ０  日  実  施）

都道 　 　  市区

府県 　 　  町村

保健所名

調査方法 調査日 （１）性別 （２）生年月日

１．集団調査 １．男 西暦

9 月 日 年 月 日

２．訪問調査 ２．女

（３）計測値 （４）運動・言語機能（２歳未満の乳幼児全員）

　 首すわり １．できる ２．できない
　　体重 　 ｇ 　　身長 ． ｃｍ ねがえり １．できる ２．できない

ひとりすわり １．できる ２．できない
はいはい １．できる ２．できない

　（３歳未満の乳幼児全員） 身長の計測法 つかまり立ち １．できる ２．できない
　　頭囲 ． ｃｍ １．仰臥位 ２．立位 ひとり歩き １．できる ２．できない
　　　（あたま） 　

原則として、２歳未満の乳幼児は「１．仰臥位」で計測すること 言葉を話しますか １．はい（ことばの数：　　　）　　２．いいえ
 

（５）現症等

１．なし ２．あり （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１．なし ２．あり （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

栄 （６）乳汁（全員に聴取のこと。該当する乳汁を与えていた月齢を○で囲む。）

養 母 　乳　０　　１　　２　　３　　４　　５　　６　　７　　８　　９　　10　　11　　12　　13　　14　　15　　16　　17　　18　　19　　20　　21　　22　　23　　24
か月

等 人工乳　０　　１　　２　　３　　４　　５　　６　　７　　８　　９　　10　　11　　12　　13　　14　　15　　16　　17　　18　　19　　20　　21　　22　　23　　24

（７）離乳（全員に聴取のこと。）

　　１．未開始

　　２． か月より開始 ａ．未完了　　離乳の回数 回／日 ｂ． か月に完了

（8）妊娠期間　満 週 日 （9）胎児数 １．単胎 　　２．双胎 ３．三胎以上

（10）妊娠中の異常 １．なし　　２．妊娠高血圧症候群軽症　　３．妊娠高血圧症候群重症　　４．糖尿病　　５．貧血　　６．その他（　　　　　）

（11）喫煙の状況　妊婦 妊娠前 １．なし ２．あり（１日 本） 妊娠中 １．なし ２．あり（１日 本）

　　　　　　　　　　　  父親及び同居者の同室での喫煙

妊娠前 １．なし ２．あり（１日 本） 妊娠中 １．なし ２．あり（１日 本）

（12）妊娠中の飲酒 １．なし ２．あり　（　１　妊娠中に10回未満　　２　月に１～２回　　３　週に１～２回　　４　週に３回以上）

（13）出生時の対象児の計測値 ．

体重 ｇ 　　身長 ． ｃｍ 　　胸囲 ． ｃｍ 　　頭囲 ． ｃｍ

　（むね） 　 　 　（あたま）

（14）対象児の母の 　身長 ｃｍ 　体重 ｋｇ 　体重 ｋｇ

（母子健康手帳に記載されたふだんの体重） （出産直前の体重）

（15）出産時の母の年齢 歳

備

考

妊
娠
・
出
産
時
の
状
況

母
の
状
況

統計法に基づく一般統計調査

b．計測に直接支障ある状態

地区番号   世帯番号 乳幼児番号

a．現症又は既往症（発育・発達に影響する可能性がある疾患）

秘

こども家庭庁

統計法に基づく国の
統計調査です。調査
票情報の秘密の保護
に万全を期します。

（３）一般調査票 



Ⅱ 病院調査 

 

病院調査は指定を受けた病院の病院長が、令和５年９月１日から同月３０日までの期

間中に当該病院で行われる１か月健診の機会を利用して実施します。 

また、この調査の対象となった児が当該病院に入院中の状況を把握するため、病院の

診療録からの転記を実施します。 

なお、本調査は国が実施する統計法に基づく一般統計調査であることから、病院の記

録の転記については、個人情報の保護に関する法律第１８条第３項第４号に該当し、利

用目的による制限の例外にあたります。 

 

（１）１か月健診の際の身体計測 

   １か月健診の際に所定の身体計測を実施して、その結果を調査票に記入します。 

 

（２）病院の診療録からの転記 

１か月健診を受診した児の当該病院に入院中の記録から所定事項を転記します。 

 

（３）病院調査の流れ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）病院調査票 

乳  幼  児  身  体  発  育  調  査  ・  病　院　調  査  票
               （ 令 和 ５ 年  ９  月  １  日  ～  ９  月  ３ ０  日  実  施）

統計法に基づく一般統計調査

整理番号 　 対象児番号 　
病院名 　 　

（１）性別 （２）生年月日 （３）妊娠期間 （４）胎児数
　　１．男

令和５（2023）年 月 日 週 日 １．単胎 ２．双胎 　３．三胎以上

　　２．女

（５）娩出方法 （６）出生時の特記すべき所見

　　１．経膣 ２．帝王切開 ３．その他（　　　） 　　１．なし ２．仮死 ３．奇形 ４．その他（　　　　　　）

（７）新生児期の特記すべき所見

　１．なし ２．あり（日齢 日　～ 日：　　　　　　　　　　　　　　　　）

（８）生年月日  （９）身長 体重（ふだんの体重） 体重（出産直前の体重）

　母 西暦 年 月 日 ｃｍ ｋｇ ｋｇ

　の （10）既往分娩 （１１）特記すべき既往症

　状  　１．初産 　２．経産 回 　　１．なし ２．あり（　　　　　　　　　　　　　）

　況 （12）妊娠中の異常

　　１．なし　　　２．妊娠高血圧症候群軽症　　　３．妊娠高血圧症候群重症　　　４．糖尿病　　　５．貧血　　　６．その他（　　　　　　　　　　　　）

　　計測値 　体　　　　重 　 身　　　　長 胸　　　　囲 頭　　　　囲 栄　　　　　　　　養　　　　　　　　法
日齢 　　　計測値　 　　 　 　 　　 　　 　　 １．母乳 ２．人工乳 ３．糖液

（１3） 出　　生　　時 ｇ ． ｃｍ ． ｃｍ ． ｃｍ － － －

　０　日 － － － － 1 2 3

　 　１ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　２ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　３ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　４ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　５ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　６ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　７ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　８ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　９ ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

退院時日齢 　 　 　
　 　 　

　 　 日 ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

　 　 　

　 　 　

　 　 日 ｇ ． ｃｍ － ． ｃｍ 1 2 3

一 （14）調査日 （１5）月・日齢 　　（１６）計測値
か
月 時 　　９月 日 か月 　日 　体重 ｇ 　身長 ． ｃｍ 　頭囲 ． ｃｍ
健 の
診 状 　

態 （17）栄養法 （１8）特記すべき所見

１．母乳 ２．人工乳 ３．混合 １．なし ２．あり（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　備

　考

新
　
生
　
児
　
期
　
の
　
発
　
育
　
状
　
態
　
・
　
栄
　
養
　
法 その他日齢

（2週間健診等）

こども家庭庁

統計法に基づく国の統
計調査です。調査票情
報の秘密の保護に万全
を期します。

秘

こども家庭庁

統計法に基づく国の統
計調査です。調査票情
報の秘密の保護に万全
を期します。

 


